
(①又は②の場合)

）

）

）

今後の方向性の具体的内容

市 長 指 示 事 項 等

千円

進捗状況 進捗状況の具体的内容・未着手の理由

千円 千円総事業費 千円 千円 千円

平成26年度展開方針（年度別事業内容） 平成23年度（参考） 平成24年度 平成25年度

今後の方向性

01

01

総
合
計
画

政 策

施 策

基 本 政 策 会計ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち

障害者福祉費

番号 所属長名部名

精神障害者生活支援事業

枝番号

0026 棚倉 孝三

住み慣れた地域での自立生活の支援

以降

根拠法令要綱等

Ｂ Ｃ

課名

福祉総務課

03

02

事業の内容（目的達成のための手段・方法）

款06

◆◇◆ 事 務 事 業 評 価 票 ◆◇◆

民生費

01 社会福祉費項

01 一般会計財
務
科
目

地域でともに暮らす障害者福祉の充実

目

①

ＮＰＯ法人白ゆり会）

優先度◆◇◆ 総合計画・行動計画 施策シート ◆◇◆

企画政策課
意 見

基
本
事
項

福祉生活部

事務事業名

実施回数：月２回（第２、４水曜日、萩ケ瀬会館）
内容：①社会生活に必要な知識、技能の開発に関する指導、相談②生活訓練、レクリエーションを通して参加者相互の交流等を実
施する。具体的には、グループミーティング、買物、料理、清掃等の生活訓練、スポーツなどを実施する。
生活支援事業・生活訓練等事業（任意） ※20年度から事業委託実施

完了予定年度事業開始年度 平成１９ 年度

③

根拠法令要綱等

Ａ

委託の場合

事
務
事
業
の
概
要 障害者自立支援法第７７条、地域生活支援事業実施要綱（国）②

補助・単独

実施形態

根拠条例等

法令名・根拠条文

根拠条例等

（該当業務：正規職員が関与すべき法的義務性

精神の疾患により通常の社会生活が困難な者に、生活習慣・レ
クリエーション活動等を通して、人間関係の回復、家族以外の社
会への参加の促進を図る。

事業の対象（誰に対して・何に対して）

年度未定

事業の目的（どういう状態にしたいのか）
在宅の精神障害者で、主治医の許可があり、やすらぎの場や話相
手を求めている人、生活のリズムがくずれてしまった人

行動計画掲載
（企画政策課）

なし あり

直営 一部委託 その他（補助・負担金全部委託

入札 随意契約（契約先：

新規 継続 単年度

単費上乗せ有り

義務実施事業

努力義務実施事業

任意実施事業

国・県の補助金有り 市単独

経常 臨時

① 現状どおり継続

② 拡充

③ 改善・見直し

④ 縮小・廃止

① 計画どおり（以上）進行

② 計画よりも遅延

③ 未着手

Ａ Ｂ Ｃ
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平成23年度

単価
達成度

24回 24回

目標値

24回
17916円

24回

名称

説明

名称

実績値 48時間

達成度

受益者負担率[(G)/(F)] (H) ％

開催回数

成
果
指
標

（
目
標

）

①
利用者数

目標値

実績値

単価

説明

開催時間

実績値

開催した回数

(G)

総コスト[(A)+(C)+(E)] (F)

0.00一般職員所要人員

事
務
事
業
デ
ー

タ

(C)

千円

一般財源

千円 0

千円 0

１ 実施主体の妥当性
市民ニーズの把握

４

24回

１

目標値

延べ利用者数
単価

目標値

開催した時間
単価 8958円
達成度

430

0.0%

215

215

430

109

321

22年度 26年度25年度

321

109

430

321321

109

430

人

特定財源

23年度 24年度

430

単位

嘱託・臨時職員所要人員 (D)

(A)

(B)

特定財源

一般財源

事業費(決算額)

活
動
指
標

（
目
標

）

名称

説明

名称

説明

①

②

321

430

109

430

91人

109

受益者負担の適切さ ５ 市民ニーズの把握

事業の優先度（緊急性）
直接のサービスの相手方

４
２
事業の必要性
受益者負担の適切さ ５

(A')事業費(予算額または見込額

千円

一般人件費[平均給与×(B)]

実績値

②

受益者負担額

達成度

人 0.00

嘱託・臨時人件費[平均賃金×(D)] (E) 千円 0

総
合
評
価

１
次
評
価

判
断
理
由

改
善
策

評価結果

評価
ポイ
ント

　臨床心理士による、生活訓練・コミュニケーション練習を行い、社会復帰の促進を図っている。ま
た、音楽療法士による、くつろぎの時間を創出することにより、障害者の生活資質の向上を図ってい
る。事業は、ＮＰＯ法人白ゆり会に委託しており、委託料は、臨床心理士及び音楽療法士の報償費
となっている。

２
次
評
価

評価
ポイ
ント

事業の優先度（緊急性） ４ 事業の必要性 １ 実施主体の妥当性 ４
１

総
合
評
価

評価結果 判
断
理
由

　臨床心理士による生活訓練・コミュニケーション練習を行い、障害者の社会復帰の促進を図ってい
ること、また音楽療法士によるくつろぎの時間を創出することにより、生活資質の向上を図っている
ことにより、障害者の社会参加の促進につながっていると考える。
　ただ、費用対効果の側面からより多くの参加を促進し、開催回数についても検討を行うこと。

改
善
策

　今後も引き続き利用者数が増加するようＰＲに努めること。
　また、多可町在住の障害者に対して行っている月２回の場を定住自立圏の観点からも相互利用
し、両市町双方の障害者の参加できる機会を増加させること。

直接のサービスの相手方 ２

３
次
評
価

評価
ポイ
ント

事業の優先度（緊急性）
直接のサービスの相手方

総
合
評
価

評価結果 判
断
理
由

市民ニーズの把握
事業の必要性 実施主体の妥当性

改
善
策

受益者負担の適切さ

評価実施：

拡充

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

休止・廃止

拡充

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

休止・廃止

拡充

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

休止・廃止
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